
甲良町公告第　17　号

甲良町長　寺本　純二

（１） 業務名

（２） 履行場所

甲良町大字在士地先

（３） 履行期限(納入期限)

（４） 業務内容(調達内容)

（５） 予定価格（入札比較価格）

（１）

（２）

ア．

イ．

ウ．

エ．

ア．

イ．

ウ．

エ．

（３）

（４）

個人情報保護等に関する公的資格であるJISQ15001（プライバシーマーク取得）に審査登録し５回
以上更新していること。

関西２府４県で、過去５年間、福祉関連計画業務支援において、契約主体となる受託者が地方公
共団体より指名停止を受けていないこと。

本町と過去５年間で３件以上の福祉関連計画の受注実績があること。

次に掲げる要件を満たす事業所

条件付一般競争入札公告

１．業務概要等

事後公表とする。

令和8年5月25日

令和８年度 物品・役務　第６号

　下記工事について条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第
１６７条の６の規定に基づき下記のとおり公告する。

障害者総合支援法第87条、児童福祉法第33条に基づく「障害福祉計画」及び「障害児
福祉計画」を策定するにあたり、甲良町における障害がある人の現状やニーズの把
握、意識調査を実施し、国や県の動向、各関連施策の検証を行い、障害のある人の自
立や日常生活を支援し今後のサービスの基盤整備を計画的にすすめるため、次期計画
を策定することを目的とする。

第８期甲良町障害福祉計画・第４期甲良町障害児福祉計画
策定業務委託

（以下「対象業務」という。）

契約締結の日　から　令和 ９年３月31日　まで

２．入札参加に必要な資格に関する事項

　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申し立てがされている
者、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがなさ
れている者（更正手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

登録における種別が「物品・役務部門」である者

　対象工事の入札に参加しようとする者（以下、「入札参加申請者」という。）は、次に掲げる要件
のすべてに該当しなければならない。なお、資格要件の基準日（以下、「基準日」という。）は、
「入札公告の日」とする。

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。

令和７，８年度甲良町競争入札参加資格者名簿（以下、「資格者名簿」という。）に次のとお
り登録されている者

役務の提供（計画策定）

事業所の所在地要件 設けない

取扱品目名称（小分類） 専門的計画等

取扱種目名称(中分類)

過去５年間で甲良町を除く、湖東圏域（彦根市、愛荘町、豊郷町、多賀町）の４自治体のうち、１自
治体以上から福祉関連計画の受注実績があり、計画策定に必要な湖東圏域５自治体の特性を把
握していること。

　滋賀県建設工事等入札参加停止基準（平成７年４月１日制定）および甲良町建設工事等入札
参加停止基準（平成２３年訓令第１７号）に基づき入札参加停止の措置を講じられている期間
中でない者。



設計図書、仕様書および図面は、下記により閲覧に供する。

(1) 期 間 令和８年５月25日(月)から令和８年６月10日(水)まで

(2) 場 所 甲良町　ホームページ

(3) 仕様書は、当該入札参加者において、甲良町ホームページから入手すること。

（１） 受付期間 正午まで

（２） 提出方法 指定様式により、甲良町役場企画監理課あてメールで送信のこと。

（３） メールの宛先 「bid＠town.koura.lg.jp」(甲良町企画監理課メールアドレス）

質問書指定様式は、甲良町ホームページからダウンロードすること。

（４） 回　　答

入札参加資格申請の提出は求めない。

現場説明は行わない。

（１）

本件入札は、郵便入札により執行する。

入札書提出期間：令和８年６月10日(水)　午後５時まで

送付先：〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353番地1　甲良町役場企画監理課

（２） 提出書類

ア．誓約書

イ．くじ入力番号を記載した入札書

様式は、甲良町ホームページからダウンロードすること。
（３）

（４） 開札日時等

開札は、令和８年６月11日(木)午前９時から順次行う。

開札場所　甲良町役場　企画監理課

入札回数は、２回までとし落札者がない場合は不調とする。

（１）

（２）

（１）

免除する。

契約保証金

契約書作成の要否　　要

１０．契　約

入札保証金

８．入札保証金及び契約保証金

入札書等を封入した内封筒には案件番号、案件名及び商号または名称および代表者職・指
名を記載したうえで封緘し、郵送用の外封筒には宛名、住所、商号または名称、入札書在
中（朱書）の旨を記載するものとする。

入札書等の提出

令和８年６月４日(木)午後５時までに甲良町ホームページで公表する。

この際、件名は「業務番号　業務名　質疑送付」とすること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　(持参、郵便は受け付けない)

令和８年６月１日(月)

　設計図書等に対する質問は次のとおり行う。

６．現場説明

免除する。

９．落札者の決定方法

　予定価格の制限の範囲内で有効な入札のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。

３．設計図書の閲覧等

７．入札執行の方法

５．入札参加資格申請の提出等

４．設計図書等に対する質問



１１．支払条件等

（１）

（１）

（２）

（３） 談合、その他不正の行為があったと認められる入札

（４） 入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者又は不足する者のした入札

（５）

（６）
（７）

（８） 入札書記載の金額以外を加除訂正した場合における当該箇所に訂正印がない入札

（９）

（10）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

FAX番号   滋賀県彦根警察署・・・０７４９－２７－０１３０
　 甲良町企画監理課・・・０７４９－３８－５０７２

　甲良町発注工事等の施工等において暴力団員等から不当介入を受けた場合は滋賀県彦根警察署刑
事第２課（0749-27-0110）及び甲良町企画監理課契約担当（0749-38-5061）へ通報し、警察署が行う調
査に協力すること。通報に際しては不当介入通知書（様式第1号）を町ホームページよりダウンロードし、
必要事項を記入して下記へFAXにて送付すること。

落札者は落札決定の通知を受けたときは、８（２）に記載した契約保証金の措置を講じたうえ、10日
以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、10日以内に提出できないときは、契
約の相手方となる資格を失う。ただし、発注者が提出できないことに同意した場合は除く。

前払金および部分払は行わない。

入札および契約手続に係る働きかけ行為があった場合は、甲良町入札および契約手続に係る働
きかけに関する取扱要綱(平成23年訓令第5号)第4条の規定による措置をとるものとする。

入札参加資格のない者のした入札

入札書等に記載の金額、氏名ならびにその他入札要件の記載が確認できない入札

入札者が、同一事項の入札に対し２以上の意思表示をした入札
入札書記載の金額を加除訂正した入札

封筒に記載の案件名又は差出人と同封された入札書の案件名又は入札者が相違する入札

その他入札に関する条件に違反した入札

その他、必要事項は地方自治法および同法施行令ならびに甲良町財務規則、甲良町建設工事
執行規則、甲良町建設工事等入札執行要領、甲良町条件付一般競争入札実施要領、甲良町郵
便入札実施要領、その他関係法令等の定めによる。

　初度の応札において、応札しなかった者、又は失格の者は、本件について再度入札に参加できない。

1３．その他

本公告に示した競争入札において、虚偽の記載を行った者および入札時点で「２　入札に参加する者に必要な資格
に関する事項」に掲げる資格のない者のした入札

１２．入札の無効


